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第 1 章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

(1) 地域福祉計画とは 

地域福祉計画は、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主

体である住民等の参加を得て、地域の生活課題やそれを解決するために必要なサー

ビスの内容等を示すとともに、サービスを確保するための具体的な方法を明らかにする

計画です。 

地域の生活課題として、時代の変遷と共に都市部への人口移動と中山間地域の過

疎化の進行、核家族化、更には住民意識の変化に伴い、家庭や地域の相互に支え合

う機能が弱まってきています。そして、そのことにより社会的な支援を必要とする状態に

直面した場合に解決が難しくなるという課題が生じています。 

このような中で、福祉サービスの提供にあっては、行政だけで対応するには限界があ

り、「行政依存型」から行政・民間・団体それぞれの役割分担を明確にした「協働推進

型」に移行しなければならない状況になっています。 

具体的には、お互いの人権を尊重し、地域に住む一人ひとりが自治会、ＰＴＡ、ボラ

ンティア活動等、様々な機会を通じて相互関係をつくり、一緒に地域のことを考え、活

動することにより新しいつながりを築いていくなど、地域コミュニティを再生する取り組み

が求められています。 

少子高齢化の進行と福祉ニーズの増大・多様化により、家庭や地域の中で安心して

生活していくためには、地域社会がかつて持っていた「支え合いの力」の再生や、地域

社会全体で支えていく「新しい仕組みづくり」が必要です。 

当市では、平成 19 年３月に「糸魚川市地域福祉計画」、平成 24 年３月に「第２期糸

魚川市地域福祉計画（以下、「第２期計画」といいます。）を策定し、地域福祉を推進す

るための様々な施策を展開してきました。 

第２期計画策定以降も、国による福祉制度の変更、少子高齢化のさらなる進行、情

報化の進展、東日本大震災をはじめとした各地で発生する自然災害による地域の絆や

コミュニティ機能の必要性の再認識など、地域福祉を取り巻く状況は大きく変化してい

ます。 

そこで、第２期計画策定以降の社会情勢の変化や、当市における地域福祉を取り巻

く現況を踏まえ「第３期糸魚川市地域福祉計画」（以下、「本計画」といいます。）を策定

するものです。 
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(2) 地域福祉計画に関する国、県の動向 

国は平成 20年３月に「これからの地域福祉の在り方に関する研究会」の報告書をとり

まとめ、公的サービスだけでは対応できない生活課題について、地域住民が主体的に

関わり、支えあう「新たな支えあい」の強化などを住民と行政の協働で推進する必要性

を示しました。 

平成 23 年に起きた東日本大震災以降、改めて地域の絆が必要であると再認識され

ました。平成 24年の「社会保障・税の一体改革」において、子ども・孫・現役世代へのサ

ポートを充実させ、全世代対応型の社会保障に転換が図られるなど社会情勢の変化に

応じた政策が展開されてきました。 

平成 25 年には「生活困窮者自立支援法」が公布（平成 27 年４月施行）され、生活に

困っている人に対するセーフティーネットの推進が定められました。また、障害福祉サ

ービスの充実など「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下、「障害者総合支援法」といいます。）」が施行されました。さらに平成 28年には全

ての国民が障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重しながら

共生する社会の実現のため、「障害者差別解消法」が施行されました。 

平成 27年には、「介護保険法」の改正、「子ども・子育て支援新制度」が施行されるな

ど地域の生活課題を解決する取り組みが進められています。加えて、高齢者が住み慣

れた地域で生活し続けられるように、住まい・医療・介護・介護予防・日常生活支援を充

実する「地域包括ケアシステム」の考え方が導入され、高齢化が一段と進む平成 37 年

（2025年）を見据えて「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 

新潟県では、平成 18年３月に「健康福祉ビジョン」を策定し、「～生き生きと元気に、心

豊かに安心して～輝いて暮らせる健康長寿の新潟県づくり」を基本理念として事業を展

開しており、福祉面では、コミュニティ（地域）で支える福祉支援として「(1)自立と参加を支

える基盤づくり、(2)共生・共助の基盤づくり」を重点施策に掲げて、地域福祉を推進して

います。 

 

【社会福祉法より抜粋】 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員とし

て日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えら

れるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 （市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める

計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

 一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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２ 計画の性格と位置づけ 

(1) 個別計画との関係 

高齢者、障害のある人、児童などの保健・福祉分野については、個別分野のそれぞ

れの計画で、具体的な事業や施策の展開を示しています。 

本計画は、これらの個別計画との整合と連携を図る中で、地域福祉に関係する施策の

展開を示すものです。 

 

(2) 地域福祉活動計画との関係 

社会福祉協議会※が策定する「地域福祉活動計画」は、地域住民や民間団体が主体

となって地域福祉の推進を計画的に行うための活動・行動計画です。 

地域福祉計画は、市民と行政の協働により実現をめざす地域福祉の理念と体制づく

りの指針を示すものであり、地域福祉活動計画の方向性を示します。 

 

 

※ 社会福祉協議会 

社会福祉法（2000年 6月施行）において、社会福祉に関する事業・活動を行うことにより「地

域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明文化されている社会福祉法人。通称は「社協」

（本計画でも「社協」と省略して表記する箇所あり）。 

社会福祉を目的とする事業の企画・実施、住民の活動参加のための援助、社会福祉事業

に関する調査・普及・宣伝・連絡調整及び社会福祉事業の健全な発達を図るための事業等を

行うこととされています。 
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《個別計画との関係図》 

 

 

 

 

 

 

第３期地域福祉計画 

（H29～H33年度） 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

（H27～H29年度） 

 

障害者計画（基本計画） 

障害福祉計画（実施計画） 

（H27～H29年度） 

 

子ども・子育て支援事業計画 

（H27～H31年度） 

親子保健計画 

（H28～H35年度） 

健康いといがわ２１ 

（H28～H35年度） 

安心と癒やしの生活ができる地域づくり 

(1) 支え合い・助け合い活動の推進 

(2) 必要なサービスを受けられる 

   仕組みづくり 

  (3) 安全・安心に暮らせる地域 

    づくり 

(4) 各種福祉施策の推進 

 

充実した生活を送ることができる地域づくり 

(1) 生活環境の整備 

(2) 福祉教育の推進 

(3) ボランティア活動等への参加 

地域福祉活動計画（社会福祉協議会） 

（H29～H33年度） 

いといがわ男女共同参画プラン 

（H29～H32年度） 

人権教育・啓発推進計画 

（H29～H35年度） 

糸魚川市総合計画（H29～H35年度） 
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３ 計画の期間 

本計画は、平成 29 年度を始期とし、33 年度を終期とする５年計画とし、社会情勢の

変化や地域福祉政策の動向などを踏まえて必要に応じ計画を見直します。他の計画と

の関係は次のとおりです。 

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

総合計画 基本構想･基本計画 

  人権教育・啓発推進計画  

高齢者福祉計画  

介護保険事業計画 

 

  

障害者計画（基本計画） 

障害福祉計画（実施計画）  

 

子ども・子育て支援事業計画  

 
親 子 保 健 計 画 

 

 

健 康 い と い が わ ２ １  

 

 

 

 

第３期地域福祉計画 

 

 

 

 

 

 

 

 いといがわ男女共同参画プラン  
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第２章 計画の取り組み方向 

１ 地域福祉をめぐる糸魚川市の現状 

(1) 人口･世帯の状況 

 当市の人口は減少を続けており、平成 2８年 10 月１日時点の人口は 44,565 人と平成

24年からの４年間で 2,717人減少しました。一方、世帯数は緩やかに減少しています。 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 10月 1日現在） 

 

(２) 年齢別人口 

当市の人口ピラミッドは、男女ともに第１次ベビーブームである団塊の世代をピークに

生産年齢人口、年少人口へと緩やかに減少していて、今後の人口ピラミッドは細くなり、

少子高齢化が進んでいきます。 

 
 資料：住民基本台帳人口 
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 (3) 総人口･年齢区分別人口の推計 

平成 27 年 10 月に作成した「糸魚川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」では総人

口が平成 72年には約 23,000人まで減少すると推計されており、年齢別にみると、平成

22 年から平成 72 年にかけて年少人口は 3,271 人、生産年齢人口は 14,273 人、老齢

人口は 6,382人減少すると見込んでいます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：糸魚川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

資料：糸魚川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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(4) 高齢者の状況 

① 高齢者数・高齢化率の推移 

高齢者人口は増加傾向を示し、高齢化率は 37％を超え、総人口の約３分の１以

上が 65歳以上の高齢者となっています。 

 

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

② 65歳以上の高齢者世帯の推移 

当市の 65 歳以上の高齢者世帯数はひとり暮らし、高齢者のみ世帯ともに年々増

加しています。 

 

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 
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(5) 障害者の状況 

当市の障害者の状況を３障害別に手帳保持者数の推移でみると、身体障害者につ

いては、平成 24年から減少傾向にあります。また、知的障害者及び精神障害者につい

ては、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

また、平成 28 年４月１日時点での３障害の等級区分別割合は以下の円グラフに示し

たとおりとなっています。 

 

 
資料：福祉事務所 
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(6) 子どもの状況 

当市の出生者数は人口減少と同様に減少傾向が続いています。また、合計特殊出

生率は 1.7前後で推移しています。 

  

 
資料：教育委員会事務局こども課 

 

 

 

(7) 要介護等認定者の状況 

要介護等認定者は高齢化率の増加に伴い、年々緩やかに増加しています。 

 

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 
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(8) 生活困窮者の状況 

被保護者数は平成 24年に比べ、36人減少していますが、保護率は 0.6％前後で推

移しています。 

    

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

また、被保護世帯類型別構成比は高齢者世帯と障害・傷病世帯の割合が約 80％を

占めています。 

   

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 
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生活保護の相談件数と新規受付件数は平成 24年をピークに減少しています。 

 

 
資料：福祉事務所（各年 4月 1日現在） 
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２ 地域福祉の推進に関する個別分野の課題 

(1) 高齢者福祉 

高齢者の半数以上ができるかぎり住み慣れた地域、自宅での介護を希望しており、

今後、さらなる在宅介護サービス及び生活支援サービスの充実を図る必要があります。 

あわせて介護予防の普及啓発を図り、高齢者が自らの健康づくりに関心を持ち、地

区のサロンや介護予防体操など、各種事業への参加を促進する取り組みが重要となり

ます。 

また、高齢者が交通事故や犯罪の被害に遭わず、安心して日常生活を送ることがで

きるよう、医療・福祉・介護サービスなどの関係機関のほか地域団体やＮＰＯなどの地域

関係者が幅広く連携・協力し、地域で高齢者を支えあう体制（＝地域包括ケアシステ

ム）を構築する必要があります。 

 

 

(2) 障害者福祉 

障害者の自立と社会参加促進のため、地域活動支援センターは就労が困難な障害

者の受け皿として活動の機会を提供し、地域社会と市民との交流を行っています。障害

がある人もない人もいきいきと生活ができるよう、地域で互いに助け合うまちづくりを目

指し、在宅支援サービスや就労訓練、就業機会の充実と相談支援体制の強化を図る

必要があります。 

 

 

(3) 児童福祉（子ども、子育て） 

核家族化の進行や保護者の就労環境の変化、また地域コミュニティの希薄化などに

より、子育ての不安や育児方法、発育の悩みを抱える保護者も多く、地域全体で家庭

を支える環境づくりが必要です。また、児童虐待に関する相談や通告は増加傾向にあ

り、その要因も複雑化しているため長期間にわたり継続して支援していく必要がありま

す。 

 

 

(4) 健康増進 

市民が健康寿命を延ばし、生涯を通じて健康な生活を営めるよう、①生活習慣病、

②栄養・食生活、③身体活動・運動、④休養・こころの健康、⑤飲酒・喫煙⑥歯・口腔の

健康、の 6つの分野について、健康づくりの施策を進めてきました。しかし、20歳代から

の若い世代の運動不足や飲酒、ストレスの問題などを背景に、肥満や高血圧等の増加、

生活習慣病の発症の低年齢化などが課題となっています。 

今後は、健康づくりに関心の低い 20 歳代から適切な食生活や運動習慣の定着等生

活習慣病予防の啓発、健診の受診勧奨を強化していく必要があります。 
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(5) 男女共同参画 

社会における女性の活躍の場が増えている一方で、女性に対する暴力や性的嫌が

らせが社会問題となっています。そのような行為が女性に対する人権侵害であることを

広く認識してもらうための啓発活動を展開するとともに、被害者を救済するための自立

支援を含めた相談体制の整備を進める必要があります。 

 

 

(6) 生活困窮者 

全国的に生活保護受給者が増加している中で、市においても同様に増加の傾向 

にあり、特に 50 歳代の稼動年齢を中心に受給者が増加しています。このため、生活保

護に至る前の段階にある生活困窮者の経済的、社会的な自立のため就労や生活改善

等の支援を図っていく必要があります。 
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１．安心と癒しの生活ができる地域づくり 

２．充実した生活を送ることができる地域づくり 

 

３ 課題解決に向けて 

(1) 基本理念 

住み慣れた地域で誰もが安心で充実した生活ができることを願っています。しかし一

方では生活様式や住民ニーズの多様化により、行政による諸施策だけでは住民要望

が満たされていないのが現実です。 

地域社会で誰もが心豊かに暮らすためには、ノーマライゼーション※の理念に基づく

個人の尊厳の重視と社会連帯の考え方のもとに、住民相互による支え合いのまちづくり

が必要です。 

また、地域住民の手による居住地域づくり、地域の住民が共にふれあい、助け合って

生活できる地域づくりが必要な時代となってきています。 

行政サービスの充実と共に、地域での「見守り」や「支え合いの仕組み」を創るなど、

住民自身が地域福祉の担い手となって行動することで、誰でもが安心して心豊かな充

実した生活を営むことができるものと考えます。 

 

基本理念は当市が目指す地域福祉のあり方の方向性を示す普遍的な理念であるこ

とから第１期・第２期で掲げた基本理念を継承し、福祉を通じた地域づくりの実現を目指

します。 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ノーマライゼーション 

ノーマライゼーションとは、「社会的な不利を負う人々が社会で特別な扱いをうけることなく、

他の人々と共に社会生活を営んでいけることこそノーマル（正常）」という考え方です。つまり、

障害のある人をはじめ、誰もが地域の中であたりまえの暮らしができる社会をめざそうという理

念です。 

基 本 理 念 
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(2) 基本目標 

基本理念に従って次のとおり具体的な施策目標を定め、計画を推進します。 

 

１．安心と癒しの生活ができる地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．充実した生活を送ることができる地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

(１)支え合い・助け合い活動の推進 

① 人材育成 
② 地域組織の活性化 

③ 地域での健康づくりの推進 

④ 癒しの心、結いの絆を共有できる地域づくりの推進 

 

(２)必要なサービスを受けられる仕組みづくり  

① 情報提供体制の充実 
② 相談体制づくりの推進 
③ 利用者の権利擁護 
④ 自立を支援する体制の充実 

 

(３)安全・安心に暮らせる地域づくり 

① 災害時要配慮者への支援 
 

(４)各種福祉施策の推進 

① 地域での高齢者支援 
② 地域での障害者支援 
③ 地域での子育て支援・見守り支援 
④ 地域でのその他の支援 

   

(１)生活環境の整備 

(２)福祉教育の推進 

(３)ボランティア活動等への支援 

    は計画期間中の

重点項目とします。 
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第３章 地域福祉施策の展開 

この章では、基本目標に掲げたそれぞれの項目について具体的な展開施策として

まとめました。各項目に対する取組施策については、行政と地域の取り組むべき内容を

「行政の取組」「地域の取組」に区分した形になっています。 

特に、地域の取組に期待されるものも多く、この計画の上では地域への呼びかけ、提

言となっておりますが、これからの地域福祉活動の指針として、ぜひとも地域で取り組ん

でいただきたいものです。 

 

１．安心と癒やしの生活ができる地域づくり 

(1) 支えあい・助け合い活動の推進 

① 人材育成 

安心して生活できる地域づくりに必要なことの一つとして支え合い・助け合い活動

の推進が挙げられます。住みよい地域づくりを目指した各種の事業や活動への参

加により、支え合い、助け合いの心が育まれることから、社会のために自分のできる

ことの第一歩としてボランティア活動に取り組むなど、地域の福祉活動を支える人づ

くりを進める必要があります。 

 

〔行政の取組〕 

 高齢者、障害のある人、子育て中の保護者への援助活動などを行うボランティ

アを育成するため、各種ボランティア講座、リーダー養成講座を開催します。 

 ボランティアやＮＰＯの自主的な活動を通し人材を育成できるよう支援します。 

 

   

〔地域の取組〕 

 ボランティアやＮＰＯについて理解と連携を深めましょう。 

 元気な高齢者は、特に町内会、自治会、公民館、老人クラブなどと協力して地

域活動に積極的、意欲的に参加しましょう。 

 自分の知識や経験を地域のために活用しましょう。 
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② 地域組織の活性化 

住み慣れた地域の中で安心して生活できる環境を築いていくためには、住民に

よる地域ぐるみ、組織ぐるみでの支え合いや助け合いが不可欠です。そのため、地

域やそれぞれの組織に合ったネットワークのあり方について話し合い、相互に助け

合うシステムや、その環境づくりを進める必要があります。 

 

〔行政の取組〕 

 自治組織の活動や子ども会、老人クラブ、女性団体、地域づくり団体、地区社協

等、幅広い生活支援コミュニティ活動を支援します。 
 相互扶助の勉強会や地域ケア推進会議、協議体※の開催等により、支え合い体

制を充実させます。 

 一人暮らし高齢者の見守り事業等を通して、支え合いのためのネットワークづくり

をします。 

 

 

〔地域の取組〕 
● 老人クラブ等の友愛訪問、ふれあいデイサービス、子供たちとのあいさつ運動、

子育て支援活動等、日常的な見守り、ふれあい・支え合い活動を実践しましょう。

（社会福祉協議会の小地域ネットワーク事業※等で相互扶助機能の充実、協働

意識の醸成） 

● 地域福祉の向上には、地元住民だけでなく地元企業や事業所の理解と支援が

必要です。積極的に協力しましょう。 

 

 

※ 協議体 

ＮＰＯ法人や民生委員等高齢者を支えている関係機関を集めて、定期的な情報共有と連携 

強化の場として中核となるネットワーク 

 

 

 

※ 小地域福祉ネットワーク事業（地区社会福祉協議会での取り組み） 

地域内の様々な機関の協力を得ながら、ネットワークの力により、日常的な声かけや電話、

定期的な訪問による安否確認活動に取り組む。 

  

 

 

 



- 19 - 

 

③ 地域での健康づくりの推進 

市民一人一人が「自分の健康は自分で守る」という意識をもち、主体的に健康づ

くりに取組むと共に、より効果的に実践できるよう、家庭及び地域社会全体でこの取

り組みを支える仕組みづくりを推進します。 

 

〔行政の取組〕 

 地域や職域と連携し、健康づくりのための情報発信・普及啓発をおこないます。 

 各種健診の受診を勧め、健診受診後のフォロー体制を充実させます。 

 相談支援体制の充実を図ります。 

 身近な会場で、健康講座や健康づくり事業等を開催すると共に、希望する地域

や団体に講師の派遣をします。 

 

〔地域の取組〕 

 地域ぐるみで、各種健診や保健事業、健康づくり事業に積極的に参加しましょ

う。 

 地域の施設や資源を活用し、地域のニーズに合わせた生涯学習活動等を行い、

地域の健康づくり、生きがいづくりを推進しましょう。 

 

 

④ 癒やしの心、結いの絆を共有できる地域づくりの推進 

近年の都市化、少子高齢化、核家族化などの社会状況の変化は、ひきこもり、孤

独死、虐待などの問題を生じさせていることから、お互いに「癒やしの心」を感じなが

ら安心して生活できる地域づくり、また、旧来の地域の相互扶助的機能である「結い

の絆」を共有できる地域づくりが求められます。 

 

〔行政の取組〕 

 地域住民相互に「癒やし」を感じられるような良好な関係を築いていくためには、

「マナー」を守り合うことも必要です。このため、「あいさつ」や「声かけ」の促進、不

法投棄、ポイ捨て防止など美観確保に関するマナー向上のほか、地域の清掃活

動など、共同活動への参加意識向上を促進します。 

 個々の住民が、お互いを支え合い、気遣っていくことが地域福祉の第一歩であり

「結い」の絆を共有することにつながると考えられます。社会福祉協議会や各関

係団体、機関と連携しながら、地域住民相互において「声かけ」や「見守り」など

の交流が積極的に行える地域の環境づくりを支援します。 

 地域住民が安心して交流していくためには、地域ぐるみで「安全・安心」をつくり

出すことが重要です。犯罪のない安全・安心なまちづくり条例や推進計画に基づ

く地域での防犯活動や有害環境浄化活動を支援します。 

 

〔地域の取組〕 

 進んであいさつをしたり、声をかけあったりして良好な人間関係を築くとともに「癒

やしの心」で見守り、助け合う地域の取組を充実させましょう。 

 地域での清掃や除草作業などの共同活動には積極的に参加して、相互扶助で

ある絆を育み、お互いに顔が見える関係の構築に努めましょう。 
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 (2) 必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

① 情報提供体制の充実 

福祉サービスに関する情報が、必要な人にとって入手しやすいよう、適切で効果

的な情報伝達手段を検討します。また、行政だけではなく地域の団体等と連携し、

潜在的に福祉サービスを必要としている人にも情報が届くよう、身近な地域情報の

提供を推進します。 

 

〔行政の取組〕 

 福祉サービスや福祉制度の情報提供にあたっては、広報、情報誌、ホームペー

ジ及びＳＮＳ※などを積極的に活用します。 

 情報機器の活用推進をはじめ、障害者や高齢者に配慮した情報提供を推進しま

す。 

・日常生活用具としての情報機器の給付 

・ボランティアによる市広報のテープ録音、貸出サービス 

 

〔地域の取組〕 

 地域福祉サービス等の情報について内容を理解し、必要とする人に伝えましょ

う。 

 

※ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス） 

   登録された利用者同士が交流できるＷＥＢサイトの会員制サービス 

 

 

 

② 相談体制づくりの推進 

地域の生活課題には介護や子育ての問題のほか、家庭内の暴力や青少年の問

題、アルコール依存、ひきこもり、虐待やＤＶ※などの問題、リストラや倒産による失業、

生活困難といった問題も出現しており、それぞれの問題が相互に複雑に絡んでいる

場合も少なくありません。 

こうした状況に対応するには、相談内容に応じて適切に担当窓口につながるよう

関係機関が連携、協力し、総合的に課題解決に取り組む体制が必要です。 

また、夜間の相談対応についても実施機関や体制等を検討する必要があります。 

 

〔行政の取組〕 

 民生委員児童委員や相談員の研修等による相談技術の向上を図ります。 

 子ども、子育て中の人、高齢者や生活困窮者、ＤＶ被害者等に関する様々な関

係機関の連携を強化するとともに相談窓口の周知を図ります。 

 障害者の相談支援の中核的な役割を担う拠点として「基幹相談支援センター」を

設置します。 

 各種相談や訪問などを通じ、生活困窮状態にある市民の早期把握に努めます。 

 高齢者、子ども及び障害者への虐待やＤＶの予防など早期に発見できるよう、関

係機関の連携による対応を図ります。 
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〔地域の取組〕 

 民生委員児童委員、地域包括支援センターなど地域には相談のできる機関や

相談員が配置されています。まずは気軽に相談してみましょう。 

 

※ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

  夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる身体的（又

は精神的・性的）暴力。（DV 防止法では、女性に対する暴力だけでなく男性に対する暴力も対

象としていますが、被害者の多くが女性であることから、その対策が課題となっています。）  

 

 

 

③ 利用者の権利擁護 

福祉サービスを利用する上で、判断能力が不十分な利用者の権利が守られる制

度などの環境が整備され、活用されることが必要です。 

サービス利用者の立場に立って、利用者を保護する日常生活自立支援事業※や

成年後見制度※が十分に活用できるよう、制度の周知を図っていくとともに、地域住

民自らが成年後見制度を支える担い手になるように人材を育成していくことが重要

です。 

 

〔行政の取組〕 

 判断能力が不十分な人々が地域で安心して生活を送れるよう、福祉サービスの

利用援助などのために社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業に

ついて、積極的な活用を促します。 

 地域住民による権利擁護支援の人材を養成する市民後見推進事業を実施しま

す。 

 お互いの人権を尊重し合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現のため、関係

機関、関係団体と連携して人権啓発活動を実施します。 

 

〔地域の取組〕 

 福祉サービスの利用に当たっては、内容確認と利用者負担等の確認をしましょ

う。 

 金銭及び財産管理について不安な場合は、社会福祉協議会に相談しましょう。 

 認知症について理解を深め、本人や家族の視点に立ちながら接しましょう。 

  

※ 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自

立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの

です。 

 

※ 成年後見制度 

認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が十分でない人が、契約等の法律行為ができる

よう、家庭裁判所が判断能力の程度に応じて補助人、保佐人、成年後見人を選任する民法上

の制度です。 
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④ 自立を支援する体制の充実 

経済的困窮や人間関係などが原因の引きこもりなど複雑多岐にわたる生活課題

を抱え、困難な状況にある生活困窮者が増加しています。こうした人たちについて、

その人の悩みに寄り添いながら自立への支援を図っていきます。 

また、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように重

層的な生活支援サービスの提供体制の構築に取り組みます。 

 

〔行政の取組〕 

 ハローワークや社会福祉協議会などと連携し生活困窮自立支援事業の推進を

図ります。 

 多様な生活支援サービスの体制整備を行う「生活支援コーディネーター※」の配

置を進めます。 

 福祉サービス事業者による既存のサービスに加え、民間企業やＮＰＯ、ボランテ

ィア、地域住民など多様な主体を活用していきます。 

 

〔地域の取組〕 

 住民同士の連携を深め、身近な相談窓口などの情報を提供しましょう。 

 困っている人を把握した時には民生委員児童委員、主任児童委員や地域包括

支援センターへ連絡しましょう。 

 

 

※ 生活支援コーディネーター 

   高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、

生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。 
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 (3) 安全・安心に暮らせる地域づくり 

 ① 災害時要配慮者への支援 

近年、地震や台風、大雪など自然災害が多く発生し、地域での支え合いの必要

性が再認識され、日常的なつながりや災害時の安否確認、避難支援体制の強化が

求められています。災害の発生・復旧には住民参加での活動が重要となるため、地

域を基盤とした日ごろからの見守り、支え合い活動を強化し、災害時にも助け合い

支え合うまちをつくることが必要になっています。 

このようなことから、災害時に適切な対応ができるよう、地域と連携した支援体制の

整備を図ります。また、地域防災力の向上のため、自主防災組織の充実・強化を図

っていきます。 

 

 

〔行政の取組〕 

 避難行動要支援者制度※のさらなる周知、普及を図ります。 

 自治会や自主防災組織等と情報を共有し、要配慮者の安否確認と避難誘導体

制づくりに取り組みます。 

 

 

〔地域の取組〕 

 自治会での災害時住民支え合い体制（自主防災組織）を確立しましょう。 

 要配慮者を把握するとともに、地域内で情報を共有しましょう。 

 要配慮者を含めた実践的な防災訓練を実施しましょう。 

 

 

 

※ 避難行動要支援者制度 

      高齢者や障害者など災害時に避難の誘導や補助など支援が必要な人が、市作成の「避難行 

動要支援者名簿」に登録された情報を自治会などの関係支援者へ提供することについての同 

意書を市へ提供することで、平常時から避難行動や支援方法など本人と支援関係者の間で計 

画し災害に備える制度 
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(4) 各種福祉施策の推進 

① 地域での高齢者支援 

高齢期を迎えると体力や記憶力の低下を招くとともに行動範囲が狭まり、社会との

関係も薄れていく傾向があり、いわゆる「閉じこもり状態」に陥る可能性があります。 

また、高齢者を狙った悪質な詐欺被害が依然として発生しています。 

一方、交通事故においては、高齢者の死亡事故に占める割合が高く、今後の高

齢化の進行を見据え、引き続き交通事故防止対策に取り組む必要があります。 

このような状況から、地域での「見守り」や「声かけ」など支え合いの行動が必要で

す。 

 

 

〔行政の取組〕 

 高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、自助、互助の体制づくりを行うととも

に生活支援サービスの充実を目指します。 

 地域包括支援センターと各地区公民館との連携強化を図り、健康づくりや活発

な社会参加を通して「閉じこもり」や「認知症」などを防ぎます。 

 地域の高齢者を詐欺犯罪から守るため、分かりやすい方法で手口を紹介するな

どの啓発活動を推進します。 

 消費生活相談員を配置し、地域包括支援センター、警察等との連携により、消

費者トラブルや詐欺行為に遭わないよう対策を進めます。 

 警察や関係団体と連携し、高齢者を対象にした、交通安全運動を実施するなど、

啓発活動を推進します。 

 

 

〔地域の取組〕 

 一人暮し高齢者等の安否確認や地域の福祉活動が円滑に取り組めるよう、町内

会などでその体制づくりを話し合いましょう。 

 高齢者の見守りや生活支え合い等、協力できることに取り組みましょう。 

 高齢者が犯罪被害や交通事故に遭わないよう、防犯、安全対策を地域ぐるみで

取り組みましょう。 

   

      

〔企業・事業所への期待〕 

 地域貢献活動としてボランティア活動や見守りネットワークへの参加、認知症サ

ポーターの養成に取り組みましょう。 
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② 地域での障害者支援 

平成 25 年に障害者の日常生活を総合的に支援する「障害者総合支援法」が施

行され、さらに平成 28年には「障害者差別解消法」が施行されました。 

身体障害者会では、会員の高齢化傾向があり、障害者の保護者の団体では子供

の将来を考え、親がいなくなっても自立した生活が送れるように、地域の協力支援を

得ながら、ともに生活していける道を目指しています。精神障害者にあっては、まだ

まだ社会での理解が低く、偏見を持たれたり、差別を受けたりすることも少なくないこ

とから、「障害者差別解消法」の施行に合わせ、社会全体での正しい理解が求めら

れています。 

障害のある人が地域で安心して自立した生活を送るには、経済的基盤や住宅サ

ービスの充実はもとより、地域住民や社会全体が「地域福祉」の必要性を理解しなが

ら、ノーマライゼーション社会の実現に向け、就労支援対策及び作業訓練等、社会

参加を促進していくことが必要です。 

 

 

〔行政の取組〕 

 町内会や地区社協などの地域組織や関係機関が一体となって障害者を支える

仕組みづくりを検討し、関係団体等での事業展開を支援します。 

 障害者に関する福祉サービス等の施策を推進します。 

 障害者団体の育成強化を図ります。 

 一般就労の場を確保するため、ハローワークなどの関係機関との連携により、積

極的な雇用促進を図るとともに、事業所としての糸魚川市として、職員の障害者

法定雇用率の維持、向上に努めます。 

 一般就労につながるよう、就労支援事業及び地域活動支援センター事業の充実

に努めます。 

 障害に対する理解を深め、差別の解消が図られるよう市民への普及・啓発を行

います。 

 

 

〔地域の取組〕 

 障害者に対する理解を深め、地域での障害者支援に努めましょう。 

 

 

〔企業・事業所への期待〕 

 障害者の一般就労のため、事業所による積極的な雇用促進を図りましょう。 

 障害者の法定雇用率を守るとともに、積極的に雇用促進を図りましょう。 
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③ 地域での子育て支援・見守り支援 

家族構成の変化や近隣との関係が希薄になってきたことなどにより、子育て不安

や育児ストレスを抱え込み、孤立してしまう世帯が見受けられます。このため、地域

住民との普段の付き合いを通じて、いざという時に気軽に頼める子育てや、相談の

できる人間関係を築いていくことも大切ですが、一方、地域ぐるみで子育てを応援し

ていく仕組みをつくることも必要です。また、子育て中の保護者が集まって自主的に

運営している育児サークルがありますが、こうした活動の輪が広がっていくことが期

待されています。 

 

 

〔行政の取組〕 

 子育て支援センターや児童館、放課後児童クラブ、学童保育所等の事業を促進

するとともに、子育てサークルなどの自主的活動を支援し、活動の紹介に努めま

す。 

 子育て相談窓口の充実や子育てに関する情報提供に努めます。 

 保育園等の特別保育事業※を促進し、多様な保育ニーズに対応します。 

 関係機関との連携により、防犯及び安全対策について事業展開を図ります。 

 障害児への療育相談及び支援体制の充実に努めます。 

 

 

 

〔地域の取組〕 

 子育て支援施設の有効利用と子育てサークル等に自主的に参加しましょう。 

 声かけ運動により、防犯、安全対策事業を地域ぐるみで取り組みましょう。 

 

 

 

※ 特別保育事業 

通常保育のほかに、乳児保育、障害児保育、延長保育、一時保育、休日保育、病児・病後

児保育を実施。 
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④ 地域でのその他の支援 

ひとり親家庭等への支援策としては、児童扶養手当の支給や医療費助成事業等、

経済支援施策に加え、生活相談受入れ体制の充実を更に図る必要があります。 

生活保護をはじめ、要援護者に対する地域支援としては、民生委員児童委員、

主任児童委員による相談受入れと必要な援助指導により安定した生活の確保に努

めます。 

 

 

〔行政の取組〕 

 ひとり親家庭等への子育て支援や生活支援、就労支援等を総合的に推進しま

す。 

 生活保護世帯に対しては、就労促進と生活相談に応じます。 

 

 

〔地域の取組〕 

 要援護者に対する地域での支え合いや生活支援に進んで協力しましょう。 

 

 

〔企業・事業所への期待〕 

 地域社会の中で住民の理解と協力の上に成り立っています。地域のいろいろな

要望に対して、行政や地域での取組に加え、企業・事業所も率先して参画しまし

ょう。 

 臨時やパートタイマーで就業するひとり親の雇用に対しては、適正な労働条件の

確保や働きやすい就業形態への改善に努めましょう。 

 社会貢献の理念を尊重し、企業、事業所の人材や技術力を地域に大いに提供

しましょう。 
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２．充実した生活を送ることができる地域づくり 

(1) 生活環境の整備 

全ての人が地域において、それぞれの能力を活かしながら生きがいを持って様々な

社会活動に参加できる環境を整えることが求められています。また、多くの人が利用す

る公共的な施設や公共交通機関などについて高齢者も障害者も使いやすく快適な環

境であることが必要です。 

 

〔行政の取組〕 

 公共建築物をはじめ、民間の建築物等や公共交通機関についても事業者の理

解と協力を得ながら、障害者や高齢者等に配慮したバリアフリー※化やユニバー

サルデザイン※によるまちづくりを推進します。 

 高齢者や障害者が地域で自立できるよう、住宅改修費用の補助制度の周知を

図るとともに、改修に関する相談体制の整備を図ります。 

 高齢者や障害者に対し、生きがいある充実した生活が送れるように社会参加促

進事業等、各種事業を実施します。 

 障害者に対する就労機会の拡大を支援します。 

 障害者自立生活のためのグループホーム拡充を支援します。 

 

〔地域の取組〕 

 全ての人が安心して生活できる環境づくりに地域ぐるみで取り組みましょう。 

 要援護高齢者や障害者の自立生活を地域で支援しましょう。 

 

※ バリアフリー 

誰もが地域の中で安心・快適に暮らせるように社会基盤や施設、制度上の障壁などを取り除く

こと。 

 

 

※ ユニバーサルデザイン 

障害を持つ人、持たない人の区別なく、すべての人にとって使いやすい形状や機能が配慮され

た造形、設計のこと。 
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(2) 福祉教育の推進 

人と人のつながりを育てるためには、地域での様々な交流が必要です。子どもと高齢

者の世代間の交流や地域にある福祉施設との交流など、日常の中で子ども、障害者や

高齢者などが、ともに心ふれあう交流事業の推進が必要です。 

 

〔行政の取組〕 

 障害者をはじめ要援護者に関する「支え合いの市民教育」を推進します。 

 ボランティア活動等を通して交流機会の拡大・促進を図ります。 

 各種交流事業の実施に当たっては、男女が互いに協力しあいながら事業を進め

られるよう男女共同参画の視点に立った事業展開を図ります。 

 

〔地域の取組〕 

 福祉への理解を深める講座や各種事業に地域住民をはじめ、地元企業、事業

所ぐるみで積極的に参加しましょう。 

 市民総ぐるみで、思いやり、支え合い、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり

を目指して開催される「市民のつどい福祉大会」等の事業に積極的に参加しまし

ょう。 

 

 

 

(3) ボランティア活動等への参加 

ボランティアには、障害者の社会参加を支援するなどの目的を持った団体として活動

するもの、特定の事業で広く参加を呼びかけるもの、地域の中にあって地域住民として

参加する地域活動など様々な形態があります。 

市民一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識を高め、あらゆる世代の人が気

軽に地域活動やボランティア活動に参加できる体制を作るとともに、地域福祉を担う人

づくりを進めていく必要があります。 

 

〔行政の取組〕 

 ボランティアに関する必要な情報を提供します。 

 ボランティア講座やリーダー研修などにより、活動の支援を推進します。 

 ボランティア団体等の育成支援を図ります。 

 

〔地域の取組〕 

 自分にできることを、まず一つずつ実行してみましょう。 

 ボランティア団体等で、積極的に自分の能力を生かして行動していきましょう。 

 


